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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年６月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２５年４月９日 ０９時００分ごろ～１３時５５分ごろの

間） 

発生場所 不明（島根県松江市所在の美保関
みほのせき

灯台から真方位１５７°３.３海里

（Ｍ）付近～美保関灯台から真方位１５３°７.５Ｍ付近の間） 

事故調査の経過  平成２５年４月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八沖
おき

丸、２.９トン 

 ＴＴ３－７３３４（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.９８ｍ（Lr）×２.６８ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６３年８月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７６歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和５１年５月２８日 

  免許証交付日 平成２０年１１月１４日 

          （平成２６年１０月１９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 全損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２５年４月９日０９時００分

ごろ、美保関灯台から１５７°（真方位、以下同じ。）３.３Ｍ付近に

おいて、ばいかご漁を操業しているところを僚船に目撃された。 

 本船は、１３時５５分ごろ、美保関灯台から１５３°７.５Ｍ付近

において、消波ブロックに無人で乗り揚げているところを付近の病院

職員に発見された。 

 鳥取県漁業協同組合境港支所は、１４時００分ごろ、鳥取県漁業協

同組合淀江支所から本船船内に船長の姿がないとの連絡を受け、海上

保安庁に通報した。 

 海上保安庁の航空機及び船艇並びに地元漁船により、船長の捜索が

行われたが、発見には至らなかった。 

 船長は、５月８日、鳥取県米子市夜見町の海岸に漂着しているとこ
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ろを発見され、死因は、溺死と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ６、視界 良好 

海象：うねり 波向 北東、波高 約１.５ｍ、 

   水温 約１３℃（中国地方日本海側） 

 鳥取県境港市には、９日１０時１８分に強風注意報及び波浪注意報

が発表された。 

 その他の事項 船長の本事故当時の救命胴衣の着用状況は、不明であった。 

本船の船体等の状況は、次のとおりであった。 

・左舷外板に多数の破口を認めた。 

・操舵室左舷側甲板通路の幅は、約７５㎝であり、縦約４５㎝、横

約６２㎝のばいかごが積まれ、通行ができない状態であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

 本船は、９日０９時００分ごろ、美保関灯台から１５７°３.３Ｍ

付近において、ばいかご漁を操業しているところを僚船に目撃された

後、１３時５５分ごろ、美保関灯台から１５３°７.５Ｍ付近におい

て、無人で消波ブロックに乗り揚げているところを付近の病院職員に

発見されたことから、この間において、船長が落水したものと考えら

れるが、落水した状況を明らかにすることはできなかった。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が美保関灯台南南東方沖で操業していた後、船長が

落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・緊急時に救助要請ができるよう、防水型の携帯電話を常時携帯す

ることが望まれる。 

 


